
コーポレートガバナンス
CORPORATE GOVERNANCE OBAYASHI CORPORATION

最終更新日：2021年12月2日
株式会社大林組

代表取締役社長　蓮輪　賢治

問合せ先：本社総務部長　宮本隆太郎　03-5769-1017

証券コード：1802

https://www.obayashi.co.jp/

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は、広く社会から信頼される企業となるためには、強力なコーポレートガバナンス体制を構築し、経営の透明性、健全性を高めることが重要
であると考えております。

　また、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードの各原則を踏ま
え、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことなどにより、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

2021年６月の改訂後のコード（2022年４月から適用となるプライム市場向けの内容を含む）に基づき記載しております。

【補充原則４－２②　取締役会の役割・責務(2)】・・・サステナビリティをめぐる課題についての基本方針の策定等

　当社は、2022年度を初年度とする新たな中期経営計画の発表を2022年3月に予定しており、現在その内容を策定中です。その中で、取締役会の
諮問機関としてサステナビリティ委員会を設置し、人的資本・知的財産等の経営資源の配分や戦略の実行に関する取締役会の実行的な監督を実
現していくことを検討しております。具体的には、同委員会において、人的資本・知的財産等をはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオ
に関する戦略の立案、施策の決定及び監督を行い、その内容を定期的に取締役会に報告する体制を検討しております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４ 政策保有株式】

　顧客との取引関係の維持強化を目的として保有する取引先の主要な株式については、取締役会において当該株式評価損益を定期的に報告
し、資本コストや取引関係の維持強化による事業上のリターン等の収益性評価の指標を総合的に勘案したうえで、中長期的な経済合理性を検証
しております。検証の結果、営業上の保有意義が希薄化した株式については適宜売却しております。（上場株式売却額　2011年度から2020年度
の10年間合計約639億円、うち2020年度約76億円、連結・時価ベース）

　なお、現在策定中の次期中期経営計画においては、政策保有株式の保有意義や投資効率の見直しをさらに進め、2027年３月末までに連結純
資産の20％以内を目途とした1,500億円程度の売却目標を定める予定としております。

　当社は政策保有株式の売却代金を積極的に活用し企業価値向上につなげていくため、安定的な投資収益の獲得を目的とした投資に加え、中
長期的な成長性等も視野に入れ、持続的な成長に資する分野へも継続して投資する方針です。

　政策保有株式に係る議決権の行使に当たっては、議案内容を精査のうえ、当社及び当該取引先の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上
に資するものであるかの観点等から総合的に判断しております。

【原則１－７ 関連当事者間の取引】

　当社は、当社の取締役または執行役員との取引（関連当事者間の取引）を行う場合には、その取引が会社や株主共同の利益を害することのな
いよう、また、そうした懸念を惹起することのないよう、取締役会で説明のうえ事前に承認を得ることとしており、その旨を取締役会会則に定めてお
ります。当該議案の決議に利害関係人は参加しておりません。

　また、取引後には、当該取引に関する重要な事実を遅滞なく取締役会に報告することとしております。

【補充原則２－４① 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】 ・・・中核人材の多様性確保に関する考え方等の開示

　当社グループは、企業理念に「事業に関わるすべての人々を大切にします」という基本姿勢を掲げ、企業の社会的責任として多様な人材の活躍
につながる人権の尊重を重要な課題の一つであると捉えて、大林グループ人権方針を定め、「人を大切にする企業の実現」を目指しております。

　◇大林グループ人権方針

　　　https://www.obayashi.co.jp/sustainability/employee.html#section1

＜多様性確保についての考え方＞

　当社グループは、人材が最も重要な経営資源の一つであるという考えのもと、多様な人材が個々の強みや能力を最大限発揮し活躍することが、
企業価値の向上や持続可能な成長に不可欠であると認識しており、人物本位での登用を基本方針とするなど、ダイバーシティ＆インクルージョン
の推進に係る取組みを進めております。

　2021年４月１日には「ダイバーシティ＆インクルージョン推進部」を設置し、多様な人材の活躍への取組みをさらに加速させるとともに、社員一人
ひとりが、働きがいを持って業務に臨み、成長できる環境や機会を得ることによるウェルビーイングの実現を目指しております。

＜多様性の確保の自主的かつ測定可能な目標及び確保の状況＞

①女性社員

　2016年度には7.6%であった女性役職者比率は2020年度には9.3%に達し、年々増加傾向にある。2024年度到達目標を12%とし、さらなる女性活

躍推進への取組みを進めております。

②外国人社員

　当社グループは、海外グループ会社において、現地採用のナショナルスタッフによる経営・管理を行っており、多様な人材を中核人材へ登用して
おります。また、当社における外国人社員は年々増加傾向にあり、2020年度末時点で25名が在籍しております。2020年度末の外国人社員のうち
役職者の比率は36.0％、役職者全体に占める割合（役職者比率）は0.2％となっております。今後の役職者比率の目標を現状以上とし、さらなる人
材確保・活躍推進を進めております。
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③キャリア採用者

　キャリア採用社員は、2020年度末時点で711名が在籍しており、2020年度末のキャリア採用社員のうち役職者の比率は76.7％、役職者全体に占
める割合（役職者比率）は10.4％となっております。今後の役職者比率の目標を現状以上とし、さらなる人材確保・活躍推進を進めております。

＜多様性の確保に向けた人材育成方針と社内環境整備方針＞

　人材育成方針と社内環境整備方針については、当社ホームページで開示しております。

　◇人を大切にする企業の実現

　　　https://www.obayashi.co.jp/sustainability/employee.html

【原則２－６ 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社は、年金運用の所管部門を財務部とし、適切な資質を持った人材を配置し、その育成に努めるとともに、一定周期でローテーションを実施し
ています。また、積立金の運用を安全かつ効率的に行うことや運用受託機関の選任基準等を定めた運用の基本方針・運用指針を運用受託機関
に交付したうえ、各運用受託機関に対しては運用状況等に関するヒアリングを四半期ごとに行うことにより、モニタリングを実施しています。当社内
には、企業年金の運用に関し、受益者の利益向上と利益相反の適切な管理を目的として、年金資産運用委員会（財務部及び人事部の担当役員
以下、職員組合の代表者、業務管理室長で構成）を設置しており、運用状況等の報告や運用の基本方針、運用指針、政策的資産構成割合の見
直し検討を実施し、議事内容を従業員に開示することにより企業年金運用における意思決定の透明性を高めております。

【原則３－１ 情報開示の充実】

　以下の事項に関し、開示が必要と判断した情報については適時、適切に発信しております。

（１）会社の目指すところや経営戦略、経営計画

　　当社は、大林組基本理念及び中期経営計画２０１７を公表しております。

（２）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　　当社は、広く社会から信頼される企業となるためには、強力なコーポレートガバナンス体制を構築し、経営の透明性、健全性を高めることが重

　要であると考えております。

　　また、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、東京証券取引所の定めるコーポレートガバナンス・コードの各原則を踏

　まえ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことなどにより、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。

（３）取締役会が取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　　当社は、取締役及び執行役員（以下「取締役等」という）の報酬については、優秀な人材を確保するとともに、業績向上・企業価値増大に対する

　各取締役等へのインセンティブ効果が発揮されるよう、役位ごとの職責に応じてあらかじめ定めた固定額が支給される基本報酬に加え、業績へ

　の貢献実績等に応じて、事業年度ごとに業績連動型金銭報酬（賞与）及び業績連動型株式報酬の額等を決定することを基本方針としておりま

　す。

　　具体的には、基本報酬（固定の金銭報酬）については、役位に応じた報酬額のテーブルを、社外取締役が過半数を占める報酬委員会（委員長

　は社外取締役）の審議を経て取締役会が定め、これに基づいて毎事業年度終了時に、報酬委員会が次年度の個人別の報酬額を決定します。

　業績連動型金銭報酬（賞与）については、事業年度ごとの業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的としており、あらかじ

　め定めた全社業績指標及び個人目標に基づき、各事業年度の当該業績指標及び個人目標の達成度等に応じて取締役等（社外取締役を除く）

　に対し、年1回、金銭にて支給します。業績指標は、報酬委員会の審議を経て取締役会において決定しており、個人目標は各取締役等の担当職

　務等に基づき毎事業年度期初に個別に設定しております。なお、2021年6月24日開催の第117回定時株主総会決議に基づき、取締役に対する

　金銭報酬である基本報酬及び賞与の総額は、年額720百万円以内としております。

　　また、業績連動型株式報酬については、特に中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを目的としてお

　り、役位に応じた職責及びあらかじめ定めた業績指標の達成度等に基づき、取締役等（社外取締役及び海外居住者を除く）に当社株式を報酬と

　して支給する制度であり、役位に応じた職責に基づきあらかじめ定めた数の株式を支給する固定支給株式報酬（固定支給部分）と業績指標の

　達成度等に応じて支給する株式数が変わる変動支給部分で構成され、さらに変動支給部分においては、短期業績指標の達成度に応じて支給さ

　れる「短期業績連動型株式報酬」と、中長期業績指標の達成度に応じて支給される「中長期業績連動型株式報酬」を設けております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続

　　当社は、役員人事に関する取締役会の諮問機関として、過半数を社外取締役で構成する推薦委員会（委員長は社外取締役）を設置し、役員

　人事の決定プロセスの透明性確保及び明確化を図っております。

　同委員会においては、各事業分野に精通する者を業務執行取締役候補者として推薦するとともに、多様な知見を持つ候補者を社外取締役・社

　外監査役候補者として推薦しております。監査役候補者の推薦に当たっては、当該答申の内容を踏まえて監査役会の同意を得ております。

　　また、同委員会の運営要領として取締役の解任手続き及び基準について定めており、経営陣幹部としての適格性に問題があると判断された

　場合等に当該要領に則って解任の要否を審議することとしております。

（５）取締役・監査役候補の個々の選解任・指名についての説明

　　当社は、取締役及び監査役候補者の経歴及び候補者とする理由を株主総会招集ご通知に記載しております。

【補充原則３－１③ 情報開示の充実】・・・サステナビリティに関する取組み等

　長期ビジョン「Obayashi Sustainability Vision 2050」を策定し、サステナビリティの実現に向けた課題の分析と具体的なアクションプラン及びＫＰＩを

定めております。同ビジョンに基づき2050年の「あるべき姿」実現に向け、カーボンニュートラルとウェルビーイングを中期的な重点テーマに設定
し、省エネのさらなる推進やグリーンエネルギーの利活用、ダイバーシティ＆インクルージョンの推進とともに革新的な技術開発を進めております。
また、事業領域の深化・拡大とグローバル化を進めるため、各事業・各エリアの成長性と収益性、当社グループの技術やネットワークの優位性、リ
スク等を検証して最適な事業ポートフォリオを検討し、人的資本への投資や技術開発投資を含む将来に向けた投資配分の最適化を図っておりま
す。

　気候変動に関するリスク及び機会については、2020年７月にＴＣＦＤ提言への賛同を表明し、関連リスクと機会を特定・評価し、気候関連問題が
事業に与える中長期的なインパクトを把握するため、国内の主要４事業を対象としてシナリオ分析を行い、2020年11月に同提言に沿った情報開示
を行っております。

　なお、これらの情報については、当社ホームページやコーポレートレポートで開示しております。

　◇Obayashi Sustainability Vision 2050

　　　https://www.obayashi.co.jp/sustainability/vision.html

　◇気候関連の情報開示（TCFD提言に基づく開示）

　　　https://www.obayashi.co.jp/sustainability/environment/tcfd.html

【補充原則４－１① 取締役会の役割・責務(1)】・・・経営陣に対する委任の範囲の概要

　当社は、法令上、取締役会における決議事項として定められている事項のほか、当社及び当社グループ会社の事業に関する重要事項等につい
て取締役会会則に付議事項及び基準を定め、その権限の範囲を明確化しております。取締役会では、経営計画の戦略的な方向付けを踏まえて
各議案の審議・決定を行っております。
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　また、当社では、取締役及び執行役員の中からメンバーを選任して経営会議を開催し、経営上の重要事項の報告、審議、指示、決議を行ってお
り、詳細かつ迅速な意思決定を実現しております。経営会議規程に付議事項及び基準を定めており、これに従い、当社の業務執行に関する事項
の一部の審議・決定を、取締役会から経営会議に委任しております。

【原則４－９ 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、独立性に関する基準を含む社外役員の選任基準を定め、「社外役員候補者の選定要件」として株主総会招集ご通知やコーポレートガ
バナンス報告書などで開示しております。

　独立社外取締役の候補者については、当社が定めた独立性に関する基準を満たすとともに、長年にわたり企業経営に携わった豊富な経験と高
い識見を有し、当社の経営に対して独立した客観的な立場から指摘、意見できる人物を選任しております。

【補充原則４－１０① 任意の仕組みの活用】・・・指名・報酬委員会

　取締役会諮問機関として過半数を独立社外取締役で構成する推薦委員会及び報酬委員会（委員長は社外取締役）を設置し、役員人事及び報
酬等の決定プロセスにおいて、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることで審議の透明性確保及び明確化を図っております。特に社長の選
解任に関しては選解任基準や後継者候補の基準、育成方針等を文書として策定し、決定プロセスの透明性確保等を図っております。

　なお、推薦委員会及び報酬委員会の委員会構成については当報告書６頁の「指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無」の

「補足説明」に記載しております。

　

【補充原則４－１１① 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】・・・取締役会の構成

　当社の取締役会は、各事業分野に精通する業務執行取締役と、企業経営に携わった豊富な経験と高い識見を有する社外取締役で構成してお
り、取締役の選定に当たっては、人物、識見、能力ともに優れ、当社の事業の発展に大いに貢献していただけるかという視点に加え、ジェンダーや
国際性の面を含む多様性についても考慮するようにし、個々の候補者を選ぶこととしております。

取締役会の規模については、十分な議論と迅速な意思決定が行えるよう、適切な人数で構成しており、定款により15名以内としております。

　なお、株主総会招集ご通知や当社ホームページ等で取締役の専門性と経験を一覧化したスキルマトリクスを開示しております。

　◇取締役のスキルマトリクス

　　　https://www.obayashi.co.jp/company/governance/statement.html#section1-1

【補充原則４－１１② 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】・・・社外取締役の他社兼任

　取締役及び監査役の重要な兼職の状況は、その役割、責任を果たすうえで合理的な範囲であり、株主総会招集ご通知の参考書類や事業報

告、有価証券報告書等の開示書類において毎年開示しております。

【補充原則４－１１③ 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】・・・取締役会の実効性評価

　当社は、取締役会の規模、構成、運営方法、審議状況、支援体制等に対する各取締役及び各監査役の評価及び意見をもとに、外部の弁護士事
務所の助言を受けながら取締役会全体の実効性について分析・評価を行い、取締役会全体の実効性は確保されていると判断しております。取締
役会のあり方や運営方法は、各取締役及び各監査役の意見を踏まえ適宜改善を図ります。

【補充原則４－１４② 取締役・監査役のトレーニング】・・・トレーニングの方針

　取締役は経営の重要な意思決定と経営監督機能を担うメンバーとして、監査役は取締役、執行役員及び使用人の職務執行の監査を行うに当た
り、その有する知識、スキル等を継続的に更新しております。

　当社では全ての取締役、監査役及び執行役員を対象に、コーポレートガバナンスや経営に関する危機管理などをテーマとした外部講師による研
修会を毎年実施しており、また、必要に応じた外部セミナーへの参加など、取締役及び監査役に対するトレーニングの機会を提供します。監査役
については、社外講習会に定期的に参加し、監査役の役割と責務の理解向上及び必要な知識の習得に努めております。

【原則５－１ 株主との建設的な対話に関する方針】

　当社は、株主・投資家を重要なステークホルダーであると認識しており、相互理解を深めるためのコミュニケーションの機会、方法を確保すること
としております。そのため、以下の取組み方針としております。

（１）株主・投資家との対話等に関する体制

　　当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するという観点から、社長をはじめとする経営陣による株主・投資家との対話

　及び情報開示を推進しております。また、対話及び情報開示の実効性を確保するため、株式に関する業務を担当する本社総務部のほか、IR及

　びSRの担当部署を本社コーポレート・コミュニケーション室に設置し、社内の関連部門と連携のうえ対応しております。

　　なお、株主・投資家から社外取締役または監査役の出席について要望があった場合は、個別に求めに応じることとしております。

（２）個別面談以外の対話の手段の充実に関する取組み

　　当社は、株主総会を株主・投資家との重要な対話の場と位置付け、社長による事業報告及び説明、経営陣による質疑応答などを通じて、当社

　事業に関する十分な情報開示に努めるとともに、より緊密なコミュニケーションの確保を図っております。また、アナリスト・機関投資家に対する

　決算説明会（年２回：第２四半期決算及び本決算発表後）、決算電話会議（年２回：第１四半期決算及び第３四半期決算発表後）、現場見学会又

　は事業説明会（年２回）の開催、IR取材への対応、証券会社主催の投資家カンファレンス、スモールミーティングへの参加などを行っております。

　　なお、開催形式については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、電話会議やWebミーティングなどを活用しております。また、同感染拡

　大防止のため、2020年度は現場見学会を実施しておりません。

（３）株主・投資家の意見等の適切かつ効果的なフィードバックのための方策

　　当社では、上記（２）記載の決算説明会やIR取材、投資家カンファレンス、スモールミーティング等の機会に、取締役あるいは経営陣幹部が直

　接参加しております。本社コーポレート・コミュニケーション室がIR及びSR活動を通じて得た株主・投資家からのご意見等については経営陣及び

　社内関連部門に展開し、情報共有を図っております。加えて、本社コーポレート・コミュニケーション室が主要な建設アナリスト等の社外からのレ

　ポートを適宜、経営陣に情報配信しております。

（４）対話に際してのインサイダー情報の管理に関する方策

　　株主・投資家との対話の前提となる情報開示については、会社法ほか諸法令及び上場取引所の有価証券上場規程に則り、取締役会の決議

　または代表取締役の承認を経たうえで、当社の重要な情報を適時かつ公平に、広く開示することとしております。

　　インサイダー情報の管理については、社内規程でその取り扱いを定め、役職員のインサイダー取引の未然防止に努めているほか、監査役会

　及びその補助部門である監査役室並びに内部監査部門である業務管理室が業務監査を通じて各部門の業務の適法性・適正性を監査しており

　ます。

２．資本構成

外国人株式保有比率 30%以上

https://www.obayashi.co.jp/company/governance/statement.html#section1-1


【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 103,856,700 14.46

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 59,519,800 8.29

日本生命保険相互会社 20,905,550 2.91

大林　剛郎 16,944,095 2.36

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５００１ 16,484,563 2.30

株式会社日本カストディ銀行（信託口７） 16,163,400 2.25

大林グループ従業員持株会 12,285,164 1.71

ＪＰモルガン証券株式会社 12,123,488 1.69

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＷＥＳＴ ＣＬＩＥＮＴ － ＴＲＥＡＴＹ ５０５２３４ 12,028,834 1.68

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社 9,562,151 1.33

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第一部、福岡 既存市場

決算期 3 月

業種 建設業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

1000人以上

直前事業年度における（連結）売上高 1兆円以上

直前事業年度末における連結子会社数 50社以上100社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 15 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 会長（社長を兼任している場合を除く）

取締役の人数 12 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 5 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

5 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

小泉 愼一 他の会社の出身者

泉谷 直木 他の会社の出身者

小林 洋子 他の会社の出身者

折井 雅子 他の会社の出身者

加藤 広之 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

小泉 愼一 ○

元 東レ株式会社 代表取締役副社長

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営
に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締
役会における適切な意思決定及びコーポレー
ト・ガバナンスの運営・監督に反映していただけ
ることから、社外取締役として適任と考えており
ます。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係
はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は小泉愼一氏を
独立役員として届け出ております。



泉谷 直木 ○

現 アサヒグループホールディングス株式

会社 特別顧問

当社との間に、「独立役員関係　その他独
立役員に関する事項」に記載している選
任基準に該当する人的関係、資本的関
係、取引関係及びその他の特別な利害関
係はありません。　

独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営
に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締
役会における適切な意思決定及びコーポレー
ト・ガバナンスの運営・監督に反映していただけ
ることから、社外取締役として適任と考えており
ます。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係
はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は泉谷直木氏を
独立役員として届け出ております。

小林 洋子 ○

元 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株

式会社　取締役

当社との間に、「独立役員関係 その他独

立役員に関する事項」に記載している選
任基準に該当する人的関係、資本的関
係、取引関係及びその他の特別な利害関
係はありません。

独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営
に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締
役会における適切な意思決定及びコーポレー
ト・ガバナンスの運営・監督に反映していただけ
ることから、社外取締役として適任と考えており
ます。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係
はなく、東京証券取引所が定める独立役員の
要件を満たしているため、当社は小林洋子氏を
独立役員として届け出ております。

折井 雅子 ○

元 サントリーホールディングス株式会社　

執行役員

当社との間に、「独立役員関係 その他独

立役員に関する事項」に記載している選
任基準に該当する人的関係、資本的関
係、取引関係及びその他の特別な利害関
係はありません。

独立した立場に基づき、企業経営に携わった
経験と高い識見を当社取締役会における適切

な意思決定及びコーポレート・ガバナンスの運
営・監督に反映していただけることから、社外
取締役として適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係
はなく、東京証券取引所が定める独立役員の
要件を満たしているため、当社は折井雅子氏を
独立役員として届け出ております。

加藤 広之 ○

元 三井物産株式会社 代表取締役副社長

執行役員

当社との間に、「独立役員関係 その他独

立役員に関する事項」に記載している選
任基準に該当する人的関係、資本的関
係、取引関係及びその他の特別な利害関
係はありません。

独立した立場に基づき、長年にわたり企業経営
に携わった豊富な経験と高い識見を当社取締
役会における適切な意思決定及びコーポレー
ト・ガバナンスの運営・監督に反映していただけ
ることから、社外取締役として適任と考えており
ます。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係
はなく、東京証券取引所が定める独立役員の
要件を満たしているため、当社は加藤広之氏を
独立役員として届け出ております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

推薦委員会 7 0 2 5 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬委員会 7 0 2 5 0 0
社外取
締役

補足説明

　構成員の過半数を社外取締役とする推薦委員会及び報酬委員会（いずれも委員長は社外取締役）を設置し、役員人事及び役員報酬額等の決
定プロセス等の明確化を図るとともに、透明性及び客観性を確保しております。

　2020年度は、推薦委員会を３回、報酬委員会を６回開催し、推薦委員会においては取締役・監査役候補者の選定等について、報酬委員会にお
いては役員報酬制度の改定や2021年度の役員報酬額等について審議を行いました。

　同年度中の推薦委員会及び報酬委員会の構成及び出席状況は以下のとおりとなっております。

　　　　　　　＜委　員＞　　　　　　　　　　　　　　＜推薦委員会＞　　　　　　　　＜ 報酬委員会＞

　大竹伸一（委員長、社外取締役　※）　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　大林剛郎（代表取締役会長）　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　蓮輪賢治（代表取締役　社長）　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　小泉愼一（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　泉谷直木（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　小林洋子（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　５回／６回（出席率86％）

　折井雅子（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　※大竹伸一氏は、2021年6月24日付で社外取締役を退任しております。



　また、2021年度の推薦委員会及び報酬委員会の構成は以下のとおりとなっております。

　委員長　　小泉愼一（社外取締役）

　委員　　 　大林剛郎（代表取締役会長）、蓮輪賢治（代表取締役　社長）、泉谷直木（社外取締役）、小林洋子（社外取締役）、

　　　　　　　 折井雅子（社外取締役）、加藤広之（社外取締役　※）

　　　　　　　 ※加藤広之氏は、2021年６月24日開催の第117回定時株主総会において社外取締役に選任され、同日付で推薦委員会及び報酬委

　　　　　　　　　員会の委員に就任しております。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 5 名

監査役の人数 5 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

　監査役会、会計監査人及び業務管理室は、独立した立場からそれぞれ監査を行っておりますが、監査の実効性をより高めるため、情報交換や
意見交換などの連携を適宜行っております。社外監査役は監査役会の一員として監査役監査を行っております。

　また、それぞれの監査結果は、総務部門や経理部門等の内部統制部門に適宜フィードバックされております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

横川 浩 その他

中北 哲雄 その他

中村 明彦 公認会計士

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由



横川 浩 ○

元 通商産業省生活産業局長

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、長年経済産業行政及

び企業経営に携わった豊富な経験を当社の監

査に反映していただけることから、社外監査役

として適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は横川浩氏を

独立役員として届け出ております。

中北 哲雄 ○

元 国土交通省大臣官房審議官

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、長年国土交通行政及

び企業経営に携わった豊富な経験を当社の監

査に反映していただけることから、社外監査役

として適任と考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は中北哲雄氏を
独立役員として届け出ております。

中村 明彦 ○

現 公認会計士中村明彦会計事務所長

当社との間に、「独立役員関係　その他独

立役員に関する事項」に記載している選

任基準に該当する人的関係、資本的関

係、取引関係及びその他の特別な利害関

係はありません。

独立した立場に基づき、会計の専門家である

公認会計士としての専門的知見及び企業会計

に関する豊富な経験を当社の監査に反映して

いただけることから、社外監査役として適任と
考えております。

左記のとおり、当社との間に特別な利害関係

はなく、東京証券取引所が定める独立役員の

要件を満たしているため、当社は中村明彦氏を
独立役員として届け出ております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 8 名

その他独立役員に関する事項

　当社は独立性に関する基準を含む社外役員（社外取締役または社外監査役）の選任基準を、以下のとおり定めております。

＜社外役員候補者の選定要件＞

（１）当社の社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、当社の経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる

　　 人材であること

（２）当社及び関係会社の元役員・従業員でないこと

（３）現に契約している会計監査法人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと

（４）出資比率10%以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと

（５）過去３会計年度において、当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える取引先に現に所属し、または過去に所属していた者で

　　 ないこと

（６）過去３会計年度において、当社から年間2,000万円を超える寄付を行っている非営利団体の業務執行者等を現に務めている、または過去に

　　 務めていた者でないこと

（７）（３）乃至（６）に該当する場合でも、当該団体を退職後10年以上経過していること

（８）東京証券取引所の有価証券上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入、その他

該当項目に関する補足説明

　具体的な内容は、　「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の【取締役報酬関
係】「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載のとおりです。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない



該当項目に関する補足説明

2020年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

　取締役　　 　　　　　12名　　　総額497百万円（基本報酬（金銭報酬）497百万円、業績連動型株式報酬（非金銭報酬）0百万円）

　（うち社外取締役）　５名　　　総額　50百万円（全て基本報酬（金銭報酬））

　監査役　　　　　　　　６名　　　総額　90百万円（全て基本報酬（金銭報酬））

　（うち社外監査役）　３名　　　総額　31百万円（全て基本報酬（金銭報酬））

　※上記監査役の報酬には、2020年6月24日付で退任した監査役１名分が含まれております。

　※当社は、2021年６月24日開催の第117回定時株主総会の決議を経て、報酬制度の改定を行いましたが、上記の報酬は改定前の制度に基づ

　　 き支給しております。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

（１）取締役及び執行役員（以下「取締役等」という）の報酬

ア　基本方針

　　 取締役等の報酬については、優秀な人材を確保するとともに、業績の向上・企業価値の増大に対する各取締役等へのインセンティブ効果が

　発揮されるよう、役位ごとの職責に応じてあらかじめ定めた固定額が支給される基本報酬に加え、業績への貢献実績等に応じて、事業年度ごと

　に業績連動型金銭報酬（賞与）及び業績連動型株式報酬の額等を決定することを基本方針としております。

　　 業績連動型報酬は、短期業績連動型報酬（ＳＴＩ）としての金銭報酬（賞与）及び株式報酬、中長期業績連動型報酬（ＬＴＩ）としての株式報酬で

　構成されます。

　　 なお、業績連動型金銭報酬（賞与）及び業績連動型株式報酬の支給対象は、社内取締役及び執行役員とし、経営監督を担う社外取締役につ

　いては、その職務に鑑み、基本報酬（固定の金銭報酬）のみを支払います。

イ　基本報酬（固定の金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

　　 基本報酬（固定の金銭報酬）については、役位に応じた報酬額のテーブル（「役員報酬テーブル」）を定め、これに基づいて毎事業年度終了時

　に報酬委員会が次年度の個人別の報酬等の額（年額）を決定します。当該テーブルは、報酬委員会の審議を経て、取締役会が決定します。

　　 基本報酬（固定の金銭報酬）は、定められた報酬額（年額）を12等分した額を毎月金銭で支払います。

　　 なお、2021年６月24日開催の第117回定時株主総会決議により、取締役に対する金銭報酬である基本報酬（固定の金銭報酬）及び賞与の総

　額は、年額720百万円以内とされております。上記の株主総会決議時における取締役は12名であります。

ウ　業績連動型金銭報酬（賞与）の内容及びその額若しくは数又は算定方法並びに業績指標の内容の決定方針（報酬等を与える時期または条

　件の決定に関する方針を含む）

（ア）業績連動型金銭報酬（賞与）制度の目的及び概要

　　　業績連動型金銭報酬（賞与）は、事業年度ごとの業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的に、あらかじめ定めた全社業績

　 指標及び個人目標に基づき、各事業年度の当該業績指標及び個人目標の達成度等に応じて取締役等（社外取締役を除く。以下本項におい

　 て同じ。）に対し、年1回、金銭にて支給します。

　　　取締役に対する業績連動型金銭報酬（賞与）については、2021年６月24日開催の第117回定時株主総会において、基本報酬と合わせて年額

　 720百万円以内で支給することが決議されております。

　　　なお、上記の株主総会決議時における本報酬の支給対象となる取締役は７名であります。

（イ）個人別の業績連動型金銭報酬（賞与）の算定方法

　　　【全社業績指標に基づく業績連動型金銭報酬（賞与）】　

　　　業績連動型金銭報酬（賞与）の算定の基礎とする全社業績指標については、「中期経営計画」等で掲げる経営指標の中から、報酬委員会に

　 おける審議及び当社取締役会における決議を経て対象となる事業年度開始前までにあらかじめ決定します。対象となる事業年度終了後、当

　 該業績指標の達成度に応じて、最大値150％から最小値０％の間であらかじめ定めた係数（インセンティブカーブ）に基づき、個々の取締役等

　 の報酬額を決定します。なお、係数の決定については業績指標の達成度100%を基準とします。

　　　【個人目標に基づく業績連動型金銭報酬（賞与）】

　　　個人目標については、各取締役等の担当職務等に基づき毎事業年度期初に個別に設定し、対象となる事業年度終了後、当該目標の達成度

　 を報酬委員会が査定し、報酬委員会における審議を経て当社取締役会における決議によりあらかじめ定めた評価テーブルに当てはめることに

　 より、個々の取締役等の報酬額を決定します。

エ　株式報酬（業績連動型非金銭報酬）の内容及びその額若しくは数又は算定方法並びに業績指標の内容の決定方針（報酬等を与える時期また

　は条件の決定に関する方針を含む）

（ア）株式報酬制度の目的及び概要

　 　株式報酬制度については、特に中長期的な業績の向上と企業価値・株主価値の増大への貢献意識を高めることを主たる目的として、役位に

　 応じた職責及びあらかじめ定めた業績指標の達成度等に基づき、取締役等（社外取締役及び海外居住者を除く。以下本項において同じ。）に

　 当社株式を報酬として支給するものとします。

　　　具体的には、役員報酬ＢＩＰ信託と称される仕組みを採用し、当社が拠出した金員を原資として信託を通じて取得された当社株式を、各事業

　 年度で算定・付与されるポイントに応じて、取締役等に交付します。株式報酬の内訳としては、役位に応じた職責に基づきあらかじめ定めた数

　 の株式を支給する「固定支給株式報酬」（固定支給部分）と、業績指標の達成度等に応じて支給する株式数が変わる（変動支給部分）で構成さ

　 れ、さらに変動支給部分については、短期業績指標の達成度に応じて支給される「短期業績連動型株式報酬」と、中長期業績指標の達成度に

　 応じて支給される「中長期業績連動型株式報酬」に分かれます。なお、株式報酬はすべて退任時交付型であり、固定支給株式報酬についても

　 中長期業績に応じて株価が変動し退任時の受け取り価値が増減することから、中長期業績連動型報酬（ＬＴＩ）に位置付けるものとしております。

　　　信託の対象期間は連続する３事業年度とし、対象期間ごとに1,000百万円を上限とする金員を拠出し、信託を設定します。信託された金員を

　 原資として、対象期間内の上限数を990,000株として、株式市場から当社株式を取得します。

　　　信託期間の満了時において信託契約を延長する場合には、期間は３年間とし、合計1,000百万円の範囲内で追加拠出を行い、延長された期

　 間中、取締役等へのポイントの付与を継続します。ただし、追加拠出を行う場合において、延長前の信託期間の末日に信託財産内に残存する



　 当社株式があるときは、残存株式等の金額と追加拠出される金員の合計で1,000百万円の範囲内とします。

　　　なお、2021年６月24日開催の第117回定時株主総会において、３事業年度を対象とした信託の上限金額300百万円以内としていた株式報酬

　 制度（2015年６月26日開催の第111回定時株主総会において決議）を改定し、信託の上限金額を1,000百万円に増額すること等が決議されてお

　 ります。第117回株主総会決議時における株式報酬制度の支給対象となる取締役は７名、執行役員は52名の計59名であります。

（イ）個人別の株式報酬（付与される株式数）の算定方法及び上限

　　　ａ　ポイントの付与及び算定方法

　　　　　信託期間内の毎年５月に、前年４月１日から同年３月末日までの期間を対象として、対象期間中に当社の取締役等として在任していた者

　　　（対象期間中に新たに取締役等になった者を含む）に対し、下記に定める算定方法に従い算出された数のポイントを付与します。信託期間

　　　内に、取締役等に付与する１年あたりのポイント総数の上限は、短期業績連動型株式報酬、中長期業績連動型株式報酬及び固定支給株式

　　　報酬を合わせて330,000ポイントとします。

　　　　【固定支給株式報酬のポイント算定】

　　　　対象期間中における役位ごとの職責に応じた付与ポイント数のテーブルを、報酬委員会の審議を経て取締役会であらかじめ定め、当該

　　　テーブルに基づいて報酬委員会が取締役等へ付与するポイントを算定します。

　　　　【業績連動型株式報酬のポイント算定】

　　　　業績連動型株式報酬の算定の基礎とする全社業績指標については、「中期経営計画」等で掲げる経営指標の中から、報酬委員会におけ

　　　る審議及び当社取締役会における決議を経て対象となる事業年度開始前までにあらかじめ決定し、対象となる事業年度終了後、当該業績指

　　　標の達成度に応じて、最大値150％から最小値０％の間であらかじめ定めた係数（インセンティブカーブ）に基づき、個々の取締役等の報酬額

　　　を決定します。なお、係数の決定については業績指標の達成度100%を基準とします。

　　　　ポイントの算定の基礎とする全社業績指標については、原則として、短期業績連動型株式報酬制度及び中長期業績連動型株式報酬制度

　　　ともに、「中期経営計画」等で掲げる経営指標の中から、報酬委員会における審議を経て当社取締役会における決議により対象となる事業

　　　年度開始前までにあらかじめ決定し、対象となる事業年度終了後、当該業績指標の達成度に応じて、最大値150％から最小値０％の間であ

　　　らかじめ定めた係数（インセンティブカーブ）に基づき、取締役等へ付与するポイントを算定します。なお、係数の決定については業績指標の

　　　達成度100%を基準とし、また、短期業績連動型株式報酬制度に関しては事業年度ごとの業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高め

　　　ることを目的に、中長期業績連動型株式報酬制度に関しては中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的にそ

　　　れぞれ別個で全社業績指標及び係数（インセンティブカーブ）の設定を行うものとします。

　　　ｂ　付与される株式数の算定方法

　　　　　受益者要件を満たす取締役等が退任する場合（または死亡した場合）、所定の受益者確定手続きを行うことにより、退任時（または死亡

　　　　時）までに付与されていた累計ポイント数に応じて１ポイントにつき１株の当社株式を信託から交付します。（ただし、単元未満株式について

　　　　は、信託内で換価したうえで換価処分相当額の金銭を給付する。）

オ　基本報酬、業績連動型報酬及び株式報酬の個人別の報酬等の額に対する割合に関する決定方針

　　 基本報酬、業績連動型金銭報酬（賞与）及び株式報酬の種類別の割合については、上位の役位ほど業績連動部分及び株式報酬のウェイト

　が高まる構成とし、業績指標の達成度１００％における代表取締役社長の報酬構成「基本報酬：短期業績連動型報酬（賞与・短期業績連動型株

　式報酬）：中長期業績連動型報酬（固定支給株式報酬・中長期業績連動型株式報酬）＝60：25：15」を目安に、報酬委員会の審議を経て取締役

　会が決定します。

カ　取締役等の個人別の報酬の内容についての決定に関する事項（個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項を含む）

　　 基本報酬（固定の金銭報酬）に関する役員報酬テーブル及び業績連動型報酬に関する各業績指標、インセンティブカーブ、個人評価テーブ

　ル、株式報酬に係るポイントの算定方法並びに役位毎の報酬の種類及びその割合等、株主総会からの授権範囲内で役員報酬制度及び支給基

　準を定める事項については、報酬委員会の審議を経て取締役会が決定します。

　　 個人目標の達成度評価及び取締役会で定めた算定方法に基づく個人別報酬額の決定（株式報酬に係るポイントの付与を含む）については、

　取締役会からの委任を受け報酬委員会が決定します。

　　 【取締役会から報酬委員会への委任事項】

　　 ①取締役会で定めた基本報酬（固定報酬）の報酬額テーブルに基づく個々の取締役等の報酬額の決定

　 　②業績連動型金銭報酬（賞与）に係る個々の取締役等の報酬額の算定

　　　　（取締役会で定めた全社業績指標及び個人目標並びに各全社業績指標の達成度に応じた支給金額の算定方法を用いて算定する。また、

　　　　報酬額の算定に必要となる個々の取締役等の個人目標の達成度評価を含む。）

　 　③株式報酬に係る個々の取締役等へのポイント（付与株式数）の算定

　　　　（取締役会で定めたポイントの算定方法を用いて算定する）

　　 なお、当社の報酬委員会は、委員長を社外取締役が務めるとともに、委員の過半数を社外取締役で構成しており、同委員会で審議を行うこと

　により、公正性・客観性を担保しております。

キ　その他、取締役等の個人別の報酬の内容についての決定に関する重要な事項

　　 退任等により株式報酬の交付を受ける権利が確定した取締役等が、次の項目に該当する行為を行っていたことが判明した場合、当社は当

　 該報酬の返還を求めることができます。

　　 ①取締役等の職務の重大な違反、または社内規程の重大な違反があった場合

　 　②一定の非違行為を原因として解任された場合

　　 ③当社の承諾なく当社以外の会社等の役員、顧問等に就任した場合、または、就任していたことが判明した場合

　　 ④上記①乃至③に準じる場合

　　 また、権利確定前に上記に該当する行為を行っていたことが判明した場合、当該報酬の交付は行いません。

（２）監査役の報酬

　　 監査役報酬については、コーポレートガバナンスを有効に機能させるため、優秀な人材を確保するために必要な水準の額とすることを基本方

　 針としております。

　　 具体的には、監査役の協議により、常勤・非常勤等の別に応じて報酬額基準をあらかじめ策定し、同基準に沿って、2005年６月29日開催の第

　 101回定時株主総会決議に基づく月額10百万円以内を限度に、各監査役の報酬額を決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

　社外取締役に対しては秘書室の担当スタッフ、社外監査役に対しては監査役室の専従スタッフが付き、サポートを行っております。

　取締役会の開催に当たっては、資料を事前に配布し、社外取締役及び社外監査役に対して担当部門から付議議案に関する説明を行うこととし
ております。また、社外取締役に対しては、当社事業内容の理解を深めていただくことを目的として、定期的に各本部（事業部）の施策・取組み方
針等を説明する機会を設けております。



【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

白石 達 社友 現経営陣が求めた場合の助言 非常勤・報酬有 2018/2/28

５年

2021.7.1

～2026.6.30

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 1 名

その他の事項

　社友の業務は上記のとおり、現経営陣の求めに応じた助言であり、会社の意思決定には一切関与しておらず、経営に対する影響力を行使する
権限はありません。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）現状の体制の概要

　　 当社は、監査役会設置会社を採用し、法律上の機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置するとと

　もに、執行役員、経営会議並びに推薦委員会及び報酬委員会を設置しております。

　　 各機関の概要は、「内部統制システム等に関する事項」の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載している

　ほかは、以下のとおりとなっております。

　　 ア　取締役及び取締役会

　　　　　当社の取締役は15名以内とする旨を定款に定めており、現状、社内取締役７名、社外取締役５名を選任しております。

　　　　　経営監督機能を担う取締役会の議長は、業務執行機能のトップである社長ではなく、会長（代表取締役会長大林剛郎）が務めており、相

　　　 互のけん制機能を確保しております。

　　　　　2020年度は、取締役会を12回開催し、法令で定められている事項のほか、経営計画等の当社取締役会付議基準に定める重要事項につ

　　　 いて審議を行いました。

　　　　　また、各取締役の取締役会の出席状況は以下のとおりとなっております。

　　　　【取締役会の出席状況】

　　　　・大林剛郎（代表取締役会長）　　　　　　　　：12回／12回（出席率100％）

　　　　・蓮輪賢治（代表取締役 社長）　　　　　　　 ：12回／12回（出席率100％）

　　　　・佐藤健人（代表取締役 副社長執行役員）：12回／12回（出席率100％）

　　　　・小寺康雄（取締役 副社長執行役員）　　　：12回／12回（出席率100％）

　　　　・村田俊彦（取締役 副社長執行役員）　　　：12回／12回（出席率100％）

　　　　・笹川 　淳（取締役 副社長執行役員）　　　：－

　　　　・佐藤俊美（取締役 常務執行役員）　　　　 ：12回／12回（出席率100％）

　　　　・小泉愼一（社外取締役）　　　　　　　　　　　：12回／12回（出席率100％）

　　　　・泉谷直木（社外取締役）　　　　　　　　　　　：12回／12回（出席率100％）

　　　　・小林洋子（社外取締役）　　　　　　　　　　　：10回／10回（出席率100％）

　　　　・折井雅子（社外取締役）　　　　　　　　　　　：10回／10回（出席率100％）

　　　　・加藤広之（社外取締役）　　　　　　　　　　　：－

　　　　※小林洋子氏及び折井雅子氏の両名は、2020年６月24日開催の第116回定時株主総会において、取締役に選任された後の出席回数を記

　　　　　 載しております。

　　　　※笹川淳氏及び加藤広之氏の両名は、2021年６月24日開催の第117回弊社定時株主総会において、取締役に選任されたため2020年度中

　　　　　 の取締役会には出席しておりません。

　　　　※2021年6月24日付で取締役を退任した浦進悟氏及び大竹伸一氏の出席状況は、両名とも12回／12回（出席率100％）となっております。

　　イ　監査役及び監査役会

　　　 　当社の監査役は５名以内とする旨を定款に定めており、現状、社内監査役２名、社外監査役３名を選任しております。

　　　　 監査役会は上記のとおり社外監査役が過半数を占める形で構成されており、議長は社内監査役（常勤）の上野晃が務めております。

　　　　 2020年度は、監査役会を17回開催し、主に監査計画の審議や監査結果の報告等が行われました。

　　　 　また、各監査役の監査役会の出席状況は以下のとおりとなっております。

　　　　 【監査役会の出席状況】

　　　　 ・上野　 晃　　　　　　　　　　：17回／17回（出席率100％）

　　　　 ・齋藤正博　　　　　　　　　　：13回／13回（出席率100％）

　　　　 ・横川　 浩（社外監査役）　：17回／17回（出席率100％）

　　　　 ・中北哲雄（社外監査役）　：17回／17回（出席率100％）

　　　　 ・中村明彦（社外監査役）　：17回／17回（出席率100％）

　　　 　※齋藤正博氏は、2020年６月24日開催の第116回定時株主総会において、監査役に選任された後の出席回数を記載しております。

　　　　 ※2020年6月24日付で監査役を退任した歌代正氏の出席状況は、４回／４回（出席率100％）となっております。

　　ウ　執行役員

　　　　 当社は、取締役会の決議によって、取締役から業務執行権限の委譲を受け、専ら業務執行を担任する執行役員を置くことができる旨を定

　　　款に定めており、現状、58名の執行役員を選任しております。



　　エ　経営会議

　　　　 詳細かつ迅速な意思決定を図るため、取締役及び執行役員の中から選任した以下のメンバーで構成される経営会議を設置し、取締役会

　　　から権限移譲を受けた事項について経営会議規程に付議基準等を定め、経営上の重要事項の審議等を行っております。

　　　　 2020年度は、経営会議を33回開催しました。

　　　　【経営会議の構成】　

　　　　議長　　 蓮輪賢治（代表取締役 社長）

　　　　構成員　大林剛郎（代表取締役会長）、佐藤健人（代表取締役 副社長執行役員）、小寺康雄（取締役 副社長執行役員）、

　　　　　　　　　 村田俊彦（取締役 副社長執行役員）、笹川淳（取締役 副社長執行役員）、佐藤俊美（取締役 常務執行役員）、

　　　　　　　　　 大塚二郎（専務執行役員）、野平明伸（専務執行役員）、大川勝義（専務執行役員）、梶田直揮（常務執行役員）、

　　　　　　　　 　山本裕一（常務執行役員）

　　オ　推薦委員会及び報酬委員会

　　　 　取締役会の諮問機関として、推薦委員会及び報酬委員会を設置し、それぞれ役員人事、役員報酬等に関する審議を行い、結果を取締役

　　　会に上程しております。

　　　　 推薦委員会及び報酬委員会は、それぞれ過半数を社外取締役が占める形で構成されており、各委員長も社外取締役が務めております。

　　　　 2020年度は、推薦委員会を３回、報酬委員会を６回開催し、推薦委員会においては取締役・監査役候補者の選定等について、報酬委員会

　　　においては役員報酬制度の改定や2021年度の役員報酬額等について審議を行いました。

　　　　 同年度中の推薦委員会及び報酬委員会の構成及び出席状況は以下のとおりとなっております。

　　　　　　　　　　＜委　員＞　　　　　　　　　　　　　　＜推薦委員会＞　　　　　　　　　＜ 報酬委員会＞

　　　　　大竹伸一（委員長、社外取締役　※）　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　　　　　大林剛郎（代表取締役会長）　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　　　　　蓮輪賢治（代表取締役　社長）　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　　　　　小泉愼一（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　　　　　泉谷直木（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　　　　　小林洋子（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　５回／６回（出席率86％）

　　　　　折井雅子（社外取締役）　　　　　　　　　３回／３回（出席率100％）　　　６回／６回（出席率100％）

　　　　　※大竹伸一氏は、2021年6月24日付で社外取締役を退任しております。

　　　　　また、2021年度の推薦委員会及び報酬委員会の構成は以下のとおりとなっております。

　　　　　委員長　小泉愼一（社外取締役）

　　　　　委員　　 大林剛郎（代表取締役会長）、蓮輪賢治（代表取締役　社長）、泉谷直木（社外取締役）、小林洋子（社外取締役）、

　　　　　　　　　 　折井雅子（社外取締役）、加藤広之（社外取締役　※）

　　　　　　　　　　 ※加藤広之氏は、2021年６月24日開催の第117回定時株主総会において社外取締役に選任され、同日付で推薦委員会及び報

　　　　　　　　　　　　酬委員会の委員に就任しております。

　（２）監査体制

　　ア　監査役監査の状況

　　　　 各監査役は「大林組監査役監査要綱」に則り、取締役から独立した立場において、取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令または

　　　定款等に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況の監査を行うとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を

　　　実施しております。なお、社外監査役中村明彦は公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであり

　　　ます。

　　　 　常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、監査環境の整備及び社内の情報の収集に積極的に努め、内部統制システムの構築・運用

　　　の状況を日常的に監視・検証するとともに、他の監査役と情報の共有及び意思の疎通を図っております。

　　イ　内部監査の状況

　　　　 「内部監査規程」の定めに則り、内部監査部門である業務管理室が、監査役監査及び会計監査人監査とは別に内部統制の有効性及び各

　　　業務執行の監査を行っており、監査の実効性をより高めるため、それぞれ情報交換や意見交換などの連携を適宜行っております。また、監

　　　査結果は、総務部門や経理部門等の内部統制部門に適宜フィードバックされております。

　　ウ　会計監査の状況

　　（ア）監査法人の名称

　　　　　EY新日本有限責任監査法人

　　（イ）継続監査期間

　　　　　1959年以降（1958年以前の調査が著しく困難であるため、継続監査期間は上記の期間を超えている可能性があります。）

　　（ウ）業務を執行した公認会計士

　　　　・業務執行社員　金子 秀嗣　　　継続監査年数：３年

　　　　・業務執行社員　佐藤 賢治　　　継続監査年数：６年

　　（エ）監査業務に係る補助者の構成

　　　　　当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士13名、その他20名であります。

　　エ　監査役会及び監査役の機能強化に係る取組状況

　　　　 監査役会及び監査役の機能強化の一環として、その指揮命令の下に、執行部門から独立して監査役室を設置し、監査役会及び監査役

　　 の職務を補助する部門として法令遵守状況のモニタリングなどを重点的に行っております。同室には、専従のスタッフを置いております。

（３）責任限定契約の締結に関する事項

　　 取締役及び監査役がその責務を十分に果たすことができるように、会社法第427条第１項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である

　者を除く。）及び監査役との間に責任限定契約を締結することを可能とする旨を定款に定めております。これに基づき、社外取締役及び監査役と

　の間で、任務懈怠により会社に与えた損害のうち、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合の損害について、会社に対する損害賠

　償責任を金500万円以上であらかじめ定めた額または法令が規定する額のいずれか高い額とする旨の契約を締結しております。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社において、株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人などの機関は、その法律上の機能を十分に果たしており、これに加えて、経営会議
や執行役員制度により詳細かつ迅速な意思決定を実現しております。また、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任し、推薦委員会及び報酬



委員会は社外取締役が過半数を占める構成にするなど、経営の透明性及び客観性の確保を図っております。このように、経営上の意思決定、執
行及び監督に係るコーポレートガバナンス体制が整っていることから、当社は現状の体制を採用しております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送
法定期限の６営業日前に発送しております。また、発送に先立ち当社ホームページにて公
表しております。

集中日を回避した株主総会の設定 第117回定時株主総会：2021年６月24日開催

電磁的方法による議決権の行使 「電磁的方法による議決権の行使」を採用しております。

議決権電子行使プラットフォームへの参
加その他機関投資家の議決権行使環境
向上に向けた取組み

「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」を採用しております。

招集通知（要約）の英文での提供 当社ホームページ及び議決権電子行使プラットフォームに掲載しております。

その他 株主総会においてビジュアル要素を取り入れ、事業報告等の説明を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

アナリスト向けに、決算説明会（年2回：第２四半期決算及び本決算発表後）、
決算電話会議（年2回：第１四半期決算及び第３四半期決算発表後）を実施し
ておりますが、2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各決算
発表後の説明会は全て電話会議にて実施いたしました。

あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに「株主・投資家情報」を開設し、決算情報等を掲載しており

ます。

IRに関する部署（担当者）の設置 ＩＲに関する業務はコーポレート・コミュニケーション室が担当しております。

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

当社グループでは、ESG経営を推進するうえで６つのESG重要課題（マテリアリティ）を特定
し、マテリアリティごとに設定したKPIに対して、毎年度進捗状況の確認を行って、PDCAサ
イクルによる推進活動を行っております。

また、中期経営計画に基づく事業施策にマテリアリティへの対応策を組み込み推進すると
ともに、SDGｓと関連付けて活動することで、中長期的な成長と持続可能な社会の実現を目
指しております。

【６つのマテリアリティ】

①環境に配慮した社会の形成、②品質の確保と技術力の強化、③労働安全衛生の確保、
④人材の確保と育成、⑤コンプライアンスの徹底、⑥責任あるサプライチェーンマネジメント
の推進

なお、当社は2020年７月にTCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）提言への賛同を
表明し、気候変動が事業に及ぼすリスク・機会を評価しシナリオ分析を実施するとともに、
分析結果に基づいた対応策に取り組んでおります。

ステークホルダーに対する情報提供に
係る方針等の策定

「大林組基本理念」において、事業活動を行ううえでの指針の一つとして、企業行動規範に
「適正な情報発信と経営の透明性の確保」を掲げ、正しい会計処理に基づく適正な財務情
報の開示を行うとともに、ＣＳＲにかかわる情報についても積極的な情報発信に努め、企業
活動の透明化に取り組んでおります。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

（１）法律上の機関（株主総会、取締役、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人）の設置

　当社は、株主総会及び取締役のほか、法律上の機関として取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置する。

　取締役会は取締役15名以内により構成する。取締役は経営の意思決定と業務執行を行うとともに、他の取締役、執行役員及び使用人の職務執
行を監督する。但し、会社から独立した立場の社外取締役は経営効率向上のための助言、経営全般の監督を行う。

　監査役会は、監査役５名以内（うち社外監査役半数以上）により構成し、各監査役は「大林組監査役監査要綱」に則り、取締役から独立した立場
において、取締役、執行役員及び使用人の職務執行が法令または定款等に適合しているかを監査するなど取締役の職務の執行状況の監査を行
うとともに、計算書類等の適正性を確保するため、会計監査を実施する。

　会計監査人は、独立の立場から計算書類等の監査を行う。

（２）内部監査の実施

　「内部監査規程」の定めに則り、内部監査部門である業務管理室が、監査役監査及び会計監査人監査とは別に内部統制の有効性及び各部門
の業務執行状況の監査を専ら担任する。

（３）企業倫理委員会を中核とする企業倫理推進体制の構築・運用

　企業倫理遵守のための基本方策の策定など、企業倫理に関する重要事項を審議し、社内における企業倫理遵守の徹底を図るため、企業倫理
委員会を設置する。

　企業倫理遵守の推進については、社長を最高責任者とする企業倫理推進体制に基づき、個別施策の整備、運用や企業倫理確立のための研修
実施などを行っていく。

（４）「独占禁止法遵守プログラム」の整備・運用

　独占禁止法遵守に関する誓約書の徴収など、「独占禁止法遵守プログラム」に定める個々の施策を一つ一つ確実に実行するとともに、その運用
状況を点検し、見直しするためのＰＤＣＡサイクルを実践する。

（５）内部通報制度の整備・運用

　法令または定款に違反するおそれがある事項を、当社グループの役職員、派遣職員、出向受入社員、パートタイマー及び当社グループの協力
会社の関係者が直接通報するための通報制度を設ける。

　通報制度のグループ共通の内部窓口を当社監査役及び企業倫理委員会事務局、外部窓口を委託先の弁護士事務所とする。

　上記に加え、各子会社においても自社の事業に係る通報窓口を設ける。

（６）「反社会的勢力排除プログラム」の整備・運用

　反社会的勢力排除のための社内体制や具体的方策をまとめた「反社会的勢力排除プログラム」に基づき、反社会的勢力とは関係を持たず、反
社会的勢力から不当な要求を受けた場合はこれを拒絶する。

（７）「大林グループ贈賄防止プログラム」の整備・運用

　国内海外を問わず公務員等に対する贈賄を防止するため、役員・従業員向けの教育、ＪＶパートナー等の適正な採用手続きを実施するほか、不
正行為の防止に資する相談窓口を設置する。 また、本プログラムは定期的にモニタリングし改善する。

２　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

（１）情報の保存及び管理に関する規定の整備・運用

　法令、その他ガイドライン等に従い、会社が取り扱う文書、情報についての保存期間を定める「文書の保存・廃棄に関する規程」を整備し、これを
運用する。

　文書、情報の管理については、「情報セキュリティ規程」や「機密情報保持規程」等の個別規定を整備し、これに基づき安全な管理体制を構築、
運用する。

（２）定期的な内部監査の実施

　業務管理室は、各部門における情報の保存及び管理の運用状況を定期的に監査する。

３　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）重要な意思決定の決裁権限の明確化

　重要な意思決定事項に関し、「取締役会会則」や「経営会議規程」等により決裁権限を明確化する。また、各種リスクを含む案件については、「重
要な又は特殊な条件の伴う工事請負契約等の処理についての規程」や「技術関連リスク審査会規程」等の当該リスクに対応する個別規定に基づ
き、取締役会、経営会議、投資委員会その他の専門委員会及び各担当部門においてリスク審査を厳密に行う。

　本部長・本支店長等の業務執行者は予め委譲された権限及び責任において本支店等の損益やリスクを管理するとともに、その状況を取締役
会、経営会議、支店長会議等において適宜報告する。

（２）各部門におけるリスク管理

　各部門は、業務プロセスに内在するリスクを未然に防止するため、当該リスクを把握し、必要な回避策や低減策を講じたうえで業務を遂行する。
業務管理室は、各部門におけるリスク管理の状況を定期的に監査する。

（３）「危機管理対策規程」の整備・運用

　危機の未然防止に努めるとともに、万一、危機が発生した場合は、危機管理委員会を中核とする体制の下、迅速かつ適切な対応を行い、業績
への影響やダメージを最小限に食い止めることを目的とする「危機管理対策規程」を整備、運用する。

（４）災害時の事業継続計画（ＢＣＰ）の整備・運用

　万一、大地震等の自然災害が発生した場合に備え、「災害対策規程」等の定めに則り、当社の事業活動を継続するための計画を整備、運用す
る。

（５）財務報告に係る内部統制の整備・運用

　業務プロセスに内在するリスクを未然に防止するとともに、財務報告に係る信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制を整備、運用す
る。

４　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）経営会議による詳細かつ迅速な意思決定

　取締役及び執行役員の中からメンバーを選任して経営会議を開催し、詳細かつ迅速な意思決定を実現する。

（２）執行役員制度による効率的な業務執行

　業務執行に専念する執行役員を設けることにより、効率的な業務執行を実現する。

５　当企業集団における業務の適正を確保するための体制



（１）グローバル経営戦略室による指導・管理

　グローバル経営戦略室を設置し、グループ会社の業務全般にわたる指導、管理を行う。

（２）経営会議等におけるグループ会社の重要事項の審議

　当社取締役会または経営会議において、グループ会社の業務執行状況の報告を受けるとともに、グループ会社の経営に関する重要事項を審
議、決定する。

（３）グループ会社への役員派遣

　グループ会社の取締役、執行役員または監査役として当社役職員を原則１名以上派遣する。派遣された当社役職員は、当該グループ会社の業
務の適正の確保に努めるとともに、万一、法令もしくは定款に違反するおそれがある事実またはグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実
を発見したときは、当社取締役及び監査役に報告する。

（４）グループ会社に対する内部監査の実施

　当社「内部監査規程」の定めに則り、当社内部監査部門である業務管理室がグループ会社を対象に内部統制監査を実施する。

６　監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

（１）監査役会及び監査役の補助部門として監査役室の設置

　監査役会及び監査役の機能強化の一環として、その指揮命令の下に監査役室を設置する。同室は監査役会及び監査役の職務を補助する部門
として法令遵守状況のモニタリングなどを重点的に行う。同室には専従のスタッフを置く。

（２）監査役室スタッフの取締役会指揮命令系統からの独立性の確保

　監査役室のスタッフの異動については、あらかじめ監査役会の同意を必要とし、その人事評価は、常勤の監査役が行う。また、スタッフは業務執
行部門を兼務しない。

（３）監査役室スタッフへの指示の実効性の確保

　監査役室のスタッフへの指揮命令権は各監査役に属するものとする。

７　当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保
するための体制

（１）当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等が当社の監査役に報告をするための体制構築

　業務管理室は内部監査の結果を監査役に報告し、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等は、法令もしくは定款に違反するおそれ
がある事実または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を当社の監査役に報告する。

　上記のほか、監査役は、当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等に対し、経営上の重要な事実の報告を求めることができる。

（２）重要な会議への監査役の出席

　監査役は、取締役会に出席するほか、重要な会議に出席し、必要があると認めたときは意見を述べることができる。

（３）監査役と取締役との定期的会合の実施

　監査役は、取締役と定期的に会合を持ち、経営方針を確認するとともに、会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスク等経営上の諸問題につ
いて意見を交換する。

（４）監査役の監査が実効的に行われるための環境整備

　上記のほか、監査役は取締役に対して監査役の監査が実効的に行われるための環境整備を図るよう要請することができる。

（５）監査役への報告者の保護

　当社及び子会社の取締役、執行役員及び使用人等に対し、監査役に報告したことを理由に不利益な取扱いを行わない。

８　監査費用等の処理に係る方針に関する事項

（１）監査役の監査費用または債務の負担

　監査役の職務の執行について生じる費用または債務は当社が負担する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

１　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

（１）反社会的勢力による被害の防止

　反社会的勢力とは関係を持たず、反社会的勢力から不当な要求を受けた場合はこれを拒絶する。

２　反社会的勢力排除に向けた整備状況

（１）対応統括部署及び不当要求防止責任者の設置状況

　不当要求に対する相談窓口を各店総務部とし、全社の統括部署を本社総務部としている。また、各店ごとに不当要求防止責任者を選任してい
る。

（２）外部の専門機関との連携状況

　平時から警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関と緊密な連携体制を構築している。

（３）反社会的勢力に関する情報の収集・管理状況

　反社会的勢力に関する情報を収集し、全社の統括部署である本社総務部で集約している。

（４）対応マニュアルの整備状況

　反社会的勢力排除のための社内体制や具体的方策をまとめた「反社会的勢力排除プログラム」を策定し周知徹底を図っている。

（５）研修活動の実施状況

　警察や暴力追放運動推進センターなどから講師を招聘しての講習会の開催や、年１回実施する職場内倫理研修において対応マニュアルの周

知徹底を図るなど、役職員に対する定期的かつ継続的な講習会、研修会を実施している。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

　当社は、企業価値を高めることが、本質的な買収防衛策であると考えております。より一層、経営の効率化に努めることで、業績の向上を図り、

企業価値の向上を目指してまいります。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――



＜ コンプライアンス体制図 ＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ 経営体制の概要 ＞ 
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監督 

取締役（１５名以内） 

取締役 若干名 

社外取締役 若干名 

 

執行役員（６０名以内） 

社長  

副社長執行役員 若干名 

専務執行役員 若干名 

常務執行役員 若干名 

執行役員 若干名 

 機能  ・取締役会からの授権により、業務を執行 

執 行 役 員 

選任・解任 
(任期１年) 

業務執行権限
を委任 

監 査 役 会 

監査役（５名） 

監査役（常勤） ２名 

社外監査役（非常勤） ３名 

 

取締役会に出席、質疑応答、監査 

経 営 会 議 

取締役及び執行役員の中から 
メンバーを選任 

必要に応じその他の執行役員、 

幹部社員が出席 

 
機能  ・経営上の重要事項の報告、審議、指示、 
      決議（取締役会からの授権範囲内） 

 

取締役会付議事項及び報告事項の上程 

執行役員会議 

機能  ・経営戦略の伝達 
     ・業務執行状況の報告 

取締役（１５名以内） 

執行役員（６０名以内） 

必要に応じ幹部社員が出席 

 

選任・解任 
(任期４年) 

企業倫理委員会 

取締役会 

本社・本支店・グループ会社 

委員長：社外取締役   

委  員：取締役  若干名 

社外取締役  若干名 

※社外取締役が過半数の構成 

 
機能  ・役員人事、役員報酬等に関する審議 

推薦委員会 

報酬委員会 

上程 

グローバル 
経営戦略室 

グループ会社 

 

会計監査人 

監査・報告 報告 

選任・解任 
 



＜ 適時開示に係る社内体制図 ＞ 

 

当社は、「大林組基本理念」において、事業活動を行う上での指針の一つとして、企業行動規範に「適正な情

報発信と経営の透明性の確保」を掲げており、その実現のために適時開示に係る社内体制の整備に努めており

ます。 

具体的には、当会社の重要な情報（取締役会の決定事実や重大な事故や災害等の緊急の発生事実、決算情報

等）は、各種の事案を主管するそれぞれの部門から、取締役会の付議案件の審査部門であり、危機管理の担当

部門でもある本社総務部に報告されます。 

同部及び同部の担当役付執行役員である情報取扱責任者は、これらの重要情報について、取締役会への付議

審査と同時に、投資家への開示を要する重要情報に該当するかの審査も行っております。 

開示が必要と判断された重要情報については、取締役会の決議または代表取締役の承認を経て、同部が本社

コーポレート・コミュニケーション室や事案の主管部門と連携して、適時開示規則その他の関係諸法令等を遵

守しつつ、開示資料の作成、配信など、実際の開示手続きを適時適切に行っております。 

 また、インサイダー情報の管理については、社内規定でその取り扱いを定め、役職員のインサイダー取引の

未然防止に努めているほか、監査役会及びその補助部門である監査役室ならびに内部監査部門である業務管理

室が業務監査を通じて各部門の業務の適法性・適正性を監査しております。 

以 上 

 

 

取締役会 

代表取締役 

 

情報取扱責任者 

（総務担当役付執行役員） 

 

本社 総 務 部 

本社 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ･ 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室 

 

本
社 

経 
理 
部 

（
決
算
関
係
） 

本
社 

財 

務 

部 

（
資
金
調
達
等
） 

そ
の
他
各
種
事
案
の 

主
管
部
門 

証券取引所 

 

＜投資家＞ 報

告 

承

認 

適 時 開 示 
連携 

グ
ロ
ー
バ
ル
経
営
戦
略
室 

（
グ
ル
ー
プ
会
社
情
報
） 

 

業務監査 

重要情報 

 

監査役会 

 
監査役室 

業務管理室  

業務監査 

連
携 


